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容
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「措置の
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内容」の
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再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例提案
事項管理番号

規制の特例事項の内容 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

070010
補助金活用施
設の処分の自
由化

補助金
適正化
法第22
条、同
施行令
第13
条、第
14条

　補助事業等により取得し、又は
効用の増加した政令で定められ
ている財産（不動産等）は、各省
各庁の長の承認を受けないで補
助金等の交付の目的に反して使
用、譲渡、貸し付け等をすること
はできない。
　ただし、補助事業等の完了に
より相当の収益が生じること等
により補助金等の全部に相当す
る金額を国に納付した場合、及
び各省各庁の長が定める期間を
経過した場合は、この限りでな
い。

C Ⅰ

　補助金により取得された財産の処
分の制限は、補助金が、国会の議
決を経て、国民の税金等貴重な財
源から特定の行政目的達成のため
に支出されているものであることに
鑑み、補助事業者が補助金により
取得された財産を補助目的どおり
に使用し、補助目的の達成が図ら
れるよう、設けられているものであ
る。
　したがって、補助事業者である地
方公共団体のみの判断をもって補
助目的外の処分を認めることは適
当ではない。

1262 1262060

　補助金等に係る予算の執行の
適正化に関する法律で制限され
ている財産の活用を図る。この
ため、同法第２２条中「政令で」と
あるのを「市町村の条例で」と改
める。

埼玉県志
木市

地方自
治解放
特区

070020

納税貯蓄組合
活性化特区(納
税貯蓄組合の
目的の拡大)

納税貯
蓄組合
法第2条
第1項

納税貯蓄組合法において「納税
貯蓄組合」とは、組合員の納税
資金の貯蓄のあっ旋その他当該
貯蓄に関する事務を行なうことを
目的とする。

Ｄ－
１
　－

納税貯蓄組合法第2条第1項は、納
税貯蓄組合の「納税道義の高揚を
図る事業」の実施を制限するもので
はなく、現状においても、納税貯蓄
組合は正しい税の理解者・協力者
の拡大、中学生の｢税についての作
文」の募集の拡充、税の広報活動
の積極的拡充、租税教育推進協議
会への積極的加入及び日常活動と
しての租税教育活動の推進といっ
た納税道義の高揚を図る事業を実
施しているところである。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

　現状においても、納税貯蓄組合は「納税道
義の高揚を図る事業」を実施しており、納貯
法第２条第１項に規定する定義について、納
税貯蓄組合の「納税道義の高揚を図る事
業」の実施を制限するものではないという財
務省の解釈は了解した。
　しかし、現に多くの納税貯蓄組合は同条文
を縮小解釈し、「納税道義の高揚を図る事
業」は納税貯蓄組合の目的に含まれないと
判断していることから、現行の規定が多くの
納税貯蓄組合の活動を実質的に制限してい
る。
　ついては、現在、限定的に定義されている
組合の目的に「納税道義の高揚を図る事
業」を明記するなど、納貯法第２条第１項の
規定の改正に向けた検討をお願いしたい。
　また、上記の財務省の解釈によれば、納
税貯蓄組合の実施した「納税道義の高揚を
図る事業」に要した事務費も、当然に、納税
貯蓄組合法第１０条第１項の事務費に含ま
れるものと解してよいと考えるが、その判断
を示していただきたい。

Ｄ－１ 　－

　納税貯蓄組合法第2条第１項
は、納税貯蓄組合の「納税道義
の高揚を図る事業」の実施を制
限するものではないことから、現
行の規定により十分対応可能と
考える。
　また、「・・・財務省の解釈によ
れば、納税貯蓄組合の実施した
『納税道義の高揚を図る事業』に
要した事務費も、当然に、納税貯
蓄組合法第１０条第１項の事務
費に含まれるものと解してよいと
考えるが、その判断を示していた
だきたい。」については、納税貯
蓄組合法第10条第1項に定める
「組合の事務に必要な使用人の
給料、帳簿書類の購入費、事務
所の使用料その他欠くことができ
ない事務費」に該当するかを
個々の事務費ごとに判断するこ
ととなる。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

　再検討要請に対する回答中、「「組
合の事務に必要な・・その他欠くこと
ができない事務費」に該当するかを
個々の事務費ごとに判断することとな
る。」とは「納税道義の高揚を図る事
業に要した事務費が納税貯蓄組合法
第１０条第１項の事務費に該当する
か否かを知事が個別の事務費ごとに
精査し、適切と判断すれば補助金の
交付対象とすることができる。」と解し
てよろしいかを確認したい。

Ｄ－１ 　－

納税貯蓄組合法第10条第1項において、地方公共団体
は、その予算の範囲内において、納税貯蓄組合に対し、
組合の事務に必要な事務費を補うための補助金を交付
することができることとされている。

1211 1211011

納税貯蓄組合法で限定的に定
義されている組合の目的につい
て、「納税道義の高揚を図る事
業」を明記し、より幅広い活動を
可能とするとともに、このような
事業も補助金の交付対象とす
る。

鳥取県納
税貯蓄組
合総連合
会、鳥取
県

納税貯
蓄組合
活性化
特区

070030
Ｅ３の課税に
係る特例措置

揮発油
税法第
１０条第
１項・第
１４条第
１項、地
方道路
税法第
５条・第
６条

揮発油を製造場から移出する者
は、その移出する揮発油全量に
対して揮発油税の納税義務を負
う。ただし、揮発油の製造者が新
たな揮発油の原料とするための
揮発油をその新たな揮発油の製
造場に移出する場合には、揮発
油を製造場から移出する者が一
定の手続を行うことを要件とし
て、例外的にその移出の段階で
の課税を免除している（未納税
移出免税制度）。

Ｃ

揮発油税は、揮発油が製造場から
移出された揮発油の全量に対して
課税することとされている。ご要望
のような制度を採用すれば、E3の
製造者は製造場から移出するE3全
量に対して本来負うべき納税義務
を負わず、混合したエタノール分し
か負わないこととなる。これは、揮
発油税法の根本的な課税原則を覆
すもので、このようなご要望を採用
することは困難であるため、現行の
未納税移出制度を活用していただ
き二重課税を回避していただくよう
お願いしたい。

E3の原料となる
ガソリンを移出
する者が未納税
手続きを申告し
やすくする方策
を講じることはで
きないか、この点
を踏まえ再度検
討し回答された
い。併せて右の
提案主体の意見
も踏まえ再度検
討し回答された
い。

①現行法の未納税移出の制度は、移出
する(元売り)側の事務手続きを必要とす
るが、移出の量や回数・頻度を思料する
と、手続きの煩雑さや流通コストのデメ
リットを伴うことから、移出する(元売り)側
の理解を得ることは実情として非常に困
難である② ｢原料揮発油は免税｣とする
未納税移出制度の趣旨を踏まえれば、
蔵出時点で免税を判断する現行手続き
に加え、流通の下流における原料揮発油
からの揮発油の製造に対応する手続き
が必要と考えられる③未納税移出がなさ
れないとすれば、同一の対象物に同一の
税が二度課税されることは回避できず、
著しく不合理であるとともに、地域の規模
に応じたＥ３製造や普及への大きな障壁
となる、等のことから、Ｅ３に限り、移出す
る(元売り)側が本来行うべき未納税移出
の手続きを、移出を受ける(Ｅ３製造者)側
の申告に代える等の方法を、特区により
認めていただきたい。

Ｃ －

現行の未納税移出制度にお
いては、税の保全上、免税と
する揮発油を特定する必要
があること等から元売及びＥ
３製造者双方に必要最低限
の手続をお願いしており、Ｅ３
製造者の手続のみにより免
税にするのは困難。したがっ
て、現行の未納税移出制度
を利用していただくようお願
いしたい。（注）現行の手続に
おいては、「揮発油税未納税
移出揮発油移入通知兼移入
届出書兼移入証明」１枚のみ
を作成していただくことになっ
ている。

1147 1147010
揮発油税法第１４条第１項に規
定されている「未納税移出」手続
きの簡素化

岡山県、
勝山町、
久世町

「地産地
消型のＥ
３ガソリ
ン」社会
実験事
業

070030
Ｅ３の課税に
係る特例措置

揮発油
税法第
１４条の
（未納税
移出）の
製造者
以外の
非課税
手続き
又は、
揮発油
税法第
１４条の
（未納税
移出）以
外の非
課税手
続き

揮発油を製造場から移出する者
は、その移出する揮発油全量に
対して揮発油税の納税義務を負
う。ただし、揮発油の製造者が新
たな揮発油の原料とするための
揮発油をその新たな揮発油の製
造場に移出する場合には、揮発
油を製造場から移出する者が一
定の手続を行うことを要件とし
て、例外的にその移出の段階で
の課税を免除している（未納税
移出免税制度）。

Ｃ

揮発油税は、揮発油が製造場から
移出された揮発油の全量に対して
課税することとされている。ご要望
のような制度を採用すれば、E3の
製造者は製造場から移出するE3全
量に対して本来負うべき納税義務
を負わず、混合したエタノール分し
か負わないこととなる。これは、揮
発油税法の根本的な課税原則を覆
すもので、このようなご要望を採用
することは困難であるため、現行の
未納税移出制度を活用していただ
き二重課税を回避していただくよう
お願いしたい。

E3の原料となる
ガソリンを移出
する者が未納税
手続きを申告し
やすくする方策
を講じることはで
きないか、この点
を踏まえ再度検
討し回答された
い。

Ｃ －

現行の未納税移出制度にお
いては、税の保全上、免税と
する揮発油を特定する必要
があること等から元売及びＥ
３製造者双方に必要最低限
の手続をお願いしており、Ｅ３
製造者の手続のみにより免
税にするのは困難。したがっ
て、現行の未納税移出制度
を利用していただくようお願
いしたい。（注）現行の手続に
おいては、「揮発油税未納税
移出揮発油移入通知兼移入
届出書兼移入証明」１枚のみ
を作成していただくことになっ
ている。

1191 1191010

本市では、ガソリンにエタノールを３％混合し
た燃料で新庄市や山形県の公用車により、環
境にやさしいバイオマス由来燃料のＥ３ガソリ
ン混合燃料による地域循環型社会の実証に
取り組んでいる。現在は、Ｅ３ガソリン混合燃
料を取り扱っている給油所が市の委託を受け
て事業を進めており、小規模危険物取扱所で
ガソリンに３％のエタノールを混合している。Ｅ
３製造の原料ガソリンには揮発油税等がすで
に課税されており、エタノールを混合した後
は、ガソリンも含めた総量に揮発油税等が課
税され地元税務署に申告している。揮発油税
法第１４条では、（未納税移出）ということで揮
発油の製造者の移出に係る揮発油税の免除
についてのみの制度となっているため、給油
所対応では出来ないものである。地球環境に
やさしい地域循環型社会づくりとして地域に広
めていくためにも地域の主体的なバイオエタ
ノールの自動車燃料への利用のためには、Ｅ
３製造と利用者の立場から地域の実情に応じ
た課税手続が行えるよう特例を求めるもので
ある。現在、Ｅ３燃料全体への揮発油税の申
告を行なっているがその際、課税済みガソリン
の控除申請を受け付けていただき、未納税移
出に準ずる取り扱いを特区として申請するも
のです。

山形県新
庄市

バイオマ
ス由来
燃料に
よる地域
循環構
想

070040
公売制度の弾
力化

国税徴
収法第
115条

国税の公売の買受代金の納付
期限は、売却決定の日であり、
税務署長が必要と認めるときは
延長することができる（国税徴収
法115）。
不動産の公売処分による登記に
ついては、不動産登記法により
官庁が登記所に嘱託しなければ
ならないこととされている。

Ｃ Ⅰ

租税債権は、その特質から優先権
及び自力執行権が与えられてお
り、早期・確実に徴収し、税務行政
に対する国民の信頼を確保しなけ
ればならず、このような観点から、
国税の公売による買受代金の納付
期限の延長についても、公売手続
の公正・公平な執行及び滞納者の
権利保護を確保しなければならな
いと考える。
不動産の公売処分による登記につ
いては、不動産登記法により官庁
が登記所に嘱託しなければならな
いとされており、国税の公売処分に
よる権利移転等の登記嘱託につい
て、運用により民事執行法第82条
の規定に準じた手続を行うことはで
きない。

納付期限の延長
により公売市場
の拡大が図られ
るメリットは大き
いと考えられると
ころ、右の提案
主体の意見も踏
まえ再度検討
し、回答された
い。

①公売手続きの公正・公平な執行及び滞納者の権利保
護について
　国税庁制定の換価事務提要によれば公売にあたって
は「自己の財産を売却する心構えで高価有利に売却しな
ければならない･･･」とし、公売市場の拡充についていくつ
かの方法が示されている。また、裁判所執行の競売にお
いては民事執行法施行規則第56条による代金納付の時
期を売却許可決定確定後１月内の日とされている。しか
も実務上この規定を訓示規定と解し、買い受け人の資金
調達の都合を考慮し、１月以上の日を期限とする取り扱
いもなされているようである。これは、債権確保のため広
く不特定多数の買い受け希望者を募るための配慮と受け
止めている。代金納付期日の延長により滞納者に課され
る延滞金は増加するが、実務としての公売は滞納処分の
執行停止を前提とした最終処分であり、結果として滞納
者に租税滞納に対しての不利益は生じない。即ち、公売
によってすべての滞納が整理される例は稀であり、一部
悪意の滞納者を除き公売処分後の滞納者は、概ね無財
産となるため滞納処分の執行停止となり、その後租税債
権の時効が成立する例が殆どである。よって、民事執行
法において債務者（多くの場合滞納者を兼ねる）の不利
益を課しても、買受人の便宜を図った趣旨を考慮の上、
再度公売制度の見直しをお願いするものである。
② 公売処分による登記手続について
　上記同様民事執行法との整合を図るため、不動産登記
法の改正を念頭に提案したものであり、上記公売手続き
の提案が認められた場合には再度要請したい。

Ｃ Ⅰ

ご意見は地方公共団体が行
う公売制度の改善に関する
ものであり、国の公売制度に
関するものではないため、財
務省の所管ではなく、回答す
る立場にない。

1047 1047030

①国税徴収法第１１５条第２項に
定める買受代金の納付期限の
延長が最大１０日と規定されてい
るのを「３０日程度」に延長するこ
と。
②住宅ローン等の資金融資を
行った場合、金融機関の担保権
設定と公売執行機関の行う所有
権移転登記の整合性を図る為、
民事執行法８２条の規定に準じ
た運用を実現する。

豊橋市

とよはし
行政
サービス
アップ構
想

070050

地方独立行政
法人への寄付
を税控除の対
象とする

所得税
法78条
所得税
法施行
令第217
条

Ｃ

構造改革特区推進のための基本方
針において「従来型の財政措置は
講じない」とされているところであ
り、当該要望は税制上の措置にあ
たるため、検討要請事項の対象と
ならない。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

貴省の対応策の『構造改革特区推進のため
の基本方針において「従来型財政措置は講
じない」とされており、当該要望は検討要請
事項の対象とならない。』という点につきまし
ては、地方独立行政法人が管理・運営する
学校を寄付金控除の対象とする事により、
地域住民、地域民間企業、個人事業主など
の支援の輪が一層広がり、地域密着型の学
校としての健全な財政基盤の確立につなが
ること、集まった寄付金の活用が地域経済を
刺激し、民間活力の活性化に寄与すること、
既存の私立学校と同等の寄付金控除の対
象とすることで、競争条件の確保が図れるこ
とから提案しているものです。また､当区の
提案は、独立行政法人の行う業務に学校の
管理･運営を加えるものであり、他の独立地
方法人と何ら性格を異にするものではありま
せん。　これらの点から、「単に従来型の税
財政措置を求めるもの」ではないことをご理
解いただき、「地方独立行政法人への寄付
に対する税制措置について､１６年度税制改
正の中で講じる対象に加えていただけます
よう、再度ご検討の上、貴省のお考えをお教
えください。

Ｃ －

本要望については、まずは
文部科学省における地方独
立行政法人法の中での位置
づけなどについての検討が
なされ結論を得ることが先決
であり、税制上の取扱いつい
ては、このような文部科学省
における具体的な検討結果
を踏まえて、必要に応じて検
討を行うべきであり、現段階
における回答は困難。
いずれにせよ、本要望は「従
来型の財政措置」にあたり、
検討要請事項の対象にはな
らない。

1200 1200140
小中一貫校を管理する地方独立
行政法人への寄付を税控除の
対象とする。

東京都杉
並区

新しいタ
イプの学
校（小中
一貫校）
の創設
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 07 財務省

管理コード 規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例提案
事項管理番号

規制の特例事項の内容 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

070060
酒類製造免許
の要件緩和

酒税法
第7条第
2項

　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はなく、ワインの製造
委託に関しては、日本ワイナリー協会において、受
託可能な製造者の紹介を行う体制を整えているの
で、具体的にご相談されたい。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

製造コストを回
収するのに必要
な水準は、業態
や製造において
行う設備投資に
よっても変わる
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点か
ら一般に採算の取れる程度の製造が可
能な場合に限って付与する必要があるこ
とから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かを判断するために最低製
造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は
業態や製造において行う設備投資によっ
て異なることは否定しないが、免許申請
時における個々の事業者の業態や設備
投資の状況により、将来的な経営状況や
財務状況を判断することは不可能であ
る。
このようなことから、酒類の製造事業に
おいて採算が取れるか否かの判断は最
低製造数量基準によっているところであ
る。
また、この最低製造数量基準の特例を設
ける場合には、検討要請に対する回答で
示したとおり、滞納の発生や密造の横行
など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類を限定して特
例措置を講ずることとしたものである。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。

1033 1033010

　グリーンツーリズムの促進を目
的に、もてなしの範囲内での少
量の自家製造について、どぶろく
同様ワインも酒税法第７条の製
造数量の緩和を行うものとする。

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進協
議会、安
心院町グ
リーン
ツーリズ
ム研究会

ハウスワ
イン（自
家製果
実酒）特
区

070060
酒類製造免許
の要件緩和

酒税法
第7条第
2項

　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はなく、ワインの製造
委託に関しては、日本ワイナリー協会において、受
託可能な製造者の紹介を行う体制を整えているの
で、具体的にご相談されたい。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

製造コストを回
収するのに必要
な水準は、業態
や製造において
行う設備投資に
よっても変わる
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点か
ら一般に採算の取れる程度の製造が可
能な場合に限って付与する必要があるこ
とから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かを判断するために最低製
造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は
業態や製造において行う設備投資によっ
て異なることは否定しないが、免許申請
時における個々の事業者の業態や設備
投資の状況により、将来的な経営状況や
財務状況を判断することは不可能であ
る。
このようなことから、酒類の製造事業に
おいて採算が取れるか否かの判断は最
低製造数量基準によっているところであ
る。
また、この最低製造数量基準の特例を設
ける場合には、検討要請に対する回答で
示したとおり、滞納の発生や密造の横行
など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類を限定して特
例措置を講ずることとしたものである。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。

1155 1155010
果実酒の最低製造数量基準を
緩和

個人

観光農
園アル
コール製
造販売
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070060
酒類製造免許
の要件緩和

酒税法
第7条第
2項

　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、
濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特
区外で流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワイ
ンなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているもの
である。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はない。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

課税された酒類
に果実や野草等
を混和するだけ
で、アルコール
の発酵が生じな
い場合には、リ
キュールの製造
を認めてもよい
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点か
ら一般に採算の取れる程度の製造が可
能な場合に限って付与する必要があるこ
とから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かを判断するために最低製
造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は
業態や製造において行う設備投資によっ
て異なることは否定しないが、免許申請
時における個々の事業者の業態や設備
投資の状況により、将来的な経営状況や
財務状況を判断することは不可能であ
る。
このようなことから、酒類の製造事業に
おいて採算が取れるか否かの判断は最
低製造数量基準によっているところであ
る。
また、この最低製造数量基準の特例を設
ける場合には、検討要請に対する回答で
示したとおり、滞納の発生や密造の横行
など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類を限定して特
例措置を講ずることとしたものである。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。

1009 1009010

「アマドコロ酒（リキュール類）」の
製造要件である、年間製造見込
数量（年間６キロリットル）を緩
和。

岐阜県下
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酒類製造免許
の要件緩和

酒税法
第7条第
2項

　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、
濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特
区外で流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワイ
ンなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているもの
である。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はない。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

課税された酒類
に果実や野草等
を混和するだけ
で、アルコール
の発酵が生じな
い場合には、リ
キュールの製造
を認めてもよい
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。併せ
て右の提案主体
の意見も踏ま
え、再度検討し
回答されたい。

　リキュールの製造については、これのみでの年間操業
や経営確立を目指すものではない。発酵過程を経ること
がなく、比較的製造が容易であることから、素早く消費
ニーズに対応することができ、また当地域特有かつ多様
なものを提供できることから特産物販売等の地域振興の
一つのアイテムとして考えているものである。
　今提案は、採算性を考慮した上で対象酒類をリキュー
ルとし提案したものである。すなわち、製造は主に抽出工
程であるので、複雑な設備を必要とせず、製品も貯蔵性
が高く、計画的生産を行いやすいこと等からコストも低減
できるものと考えているものである。
　また、適用対象者については、「旅館業法における営業
者」と限定すれば、宿泊代金等を通じてコスト回収も容易
であり、酒税の納税に支障をきたすことは少なく、税務当
局による実態把握も困難でないと考えている。なお、免許
交付条件として法人税、所得税等の滞納のないことも可
能であると考える。
　当市では交流人口拡大による地域振興策として各種
ツーリズム計画を位置づけており、今回提案のリキュー
ルの提供をはじめとし、委託製造ではなく丹精を込めた
「手作りのものをその場で提供する」ことにより各種ツーリ
ズムが一層推進され、地域の活性化に資するものと考え
るものである。
一概に、密造や酒税滞納の未然防止等の観点から、対
象酒類や適用対象者を限定し特例措置が設けられてい
る点を強調して、却下するのは適当でない。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点か
ら一般に採算の取れる程度の製造が可
能な場合に限って付与する必要があるこ
とから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かを判断するために最低製
造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は
業態や製造において行う設備投資によっ
て異なることは否定しないが、免許申請
時における個々の事業者の業態や設備
投資の状況により、将来的な経営状況や
財務状況を判断することは不可能であ
る。
このようなことから、酒類の製造事業に
おいて採算が取れるか否かの判断は最
低製造数量基準によっているところであ
る。
また、この最低製造数量基準の特例を設
ける場合には、検討要請に対する回答で
示したとおり、滞納の発生や密造の横行
など、酒税制度の根幹に影響を与えか
ねないことから、対象酒類を限定して特
例措置を講ずることとしたものである。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。
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リキュール類の製造免許におけ
る、最低製造数量基準（６キロ
リットル）の撤廃
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　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、
濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特
区外で流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワイ
ンなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているもの
である。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はない。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

製造コストを回
収するのに必要
な水準は、業態
や製造において
行う設備投資に
よっても変わる
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。併せ
て右の提案主体
の意見も踏まえ
再度検討し回答
されたい。

財務省の回答は酒税確保を主眼
としており、代替策を提案する。提
案主体より希望キロリットルに対
応した酒税相当額の保証金を提
出により認可すべきである。各提
案はきわめてローカル色強く、必
要に迫られた提案であり杓子定規
的対応は民意の圧殺をもたらす。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に
採算の取れる程度の製造が可能な場合に限っ
て付与する必要があることから、酒類の製造事
業において採算が取れるか否かを判断するため
に最低製造数量基準を設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は業態や
製造において行う設備投資によって異なることは
否定しないが、免許申請時における個々の事業
者の業態や設備投資の状況により、将来的な経
営状況や財務状況を判断することは不可能であ
る。
このようなことから、酒類の製造事業において採
算が取れるか否かの判断は最低製造数量基準
によっているところである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場
合には、検討要請に対する回答で示したとおり、
滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根
幹に影響を与えかねないことから、対象酒類を
限定して特例措置を講ずることとしたものであ
る。
なお、提案主体の意見の中で、「希望キロリット
ルに対応した酒税相当額の保証金を提出するこ
とにより認可すべき」としているが、こういった形
での新しい免許制度を創設する場合には、最低
製造数量基準によっている現行の製造免許制度
との整合性など根本的な議論が必要であり、特
区において一部だけ特例を設ければよいという
ことではない。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。併せて
右の提案主体の意見
も踏まえ再度検討し回
答されたい。

当方の特例申請は純粋な民間発意による
"水道水源霞ヶ浦浄化市民運動に随伴し
て発生した公務"であり、財務省も我々の
ＮＰＯの流域住民の健康や安全安心を支
え、地場産業育成目的に浄財とボランティ
アで公共に奉仕しようとする熱意を支援育
成すべき義務がある。日清、日露、太平洋
戦争などの戦費調達目的に創設された酒
税と其の税制は時代的な進化がなければ
ならない、私たちの"純粋な公務の遂行に
伴い必要に迫られて申請"したものであり
従来の酒製造者と同列に扱うのは時代的
な要請を蹂躙するもので納税者を尊重して
いないのではないか？よくよく時代の変遷
に適合した適切な判断を誤ってはならな
い。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。

1158 1158040

薬味酒が最低６千リットルの数
量規制あり、６百リットル以上の
製造とネット通信販売及び茨城
県内での販売認可

ＮＰＯ霞
ケ浦浄化
連

泳げる
霞ケ浦
実現目
的の水
上農業
開発と循
環型社
会システ
ム構築

070060
酒類製造免許
の要件緩和

酒税法
第7条第
2項

　酒類を製造しようとする者は、製造
しようとする酒類の種類別に、その製
造場の所在地の所轄税務署長の免
許を受けなければならない。酒類の
製造免許は、一年間の酒類の製造
見込数量が次に掲げる数量に達しな
い場合には、受けることができない。
　一　清酒　六十キロリットル
　二　合成清酒　六十キロリットル
　三　しようちゆう甲類　六十キロリッ
トル
　四　しようちゆう乙類　十キロリット
ル
　五　みりん　十キロリットル
　六　ビール　六十キロリットル
　七　果実酒類　六キロリットル
　八　ウイスキー類　六キロリットル
　九　スピリッツ類　六キロリットル
　十　リキュール類　六キロリットル
　十一　雑酒　六キロリットル

Ｃ ー

酒類の製造免許の最低製造数量基準は、採算性が
取れるか否かといった観点から、製造コストを回収す
るのに必要な水準として設けられているものであり、
この免許要件の特例を設ける場合には、採算が取れ
ない小規模製造者の増加による滞納の発生や、税
務当局による実態の把握が困難となることに伴う密
造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねな
いことから、対象酒類や適用対象者を限定して特例
措置を講ずることとしたものである。
すなわち、現行の濁酒に係る製造免許の特例では、
濁酒はその性質上、長期間の保存が困難であり、特
区外で流通する可能性も低いと考えられ、一方、ワイ
ンなどについては、既に各地で製造されており、製造
委託が可能であることや、保存や流通も容易である
ことなどから、対象酒類は濁酒に限定されているもの
である。
なお、既存の酒類製造業者に製造を委託することに
ついては、現行法上、特に制約はない。
また、民宿等を併せ営む農業者であれば原料コスト
が低減できるとともに、宿泊代金等を通じてコストを
回収することも容易であるなど、酒税の納税に支障
をきたすことは少ないのではないかと考えられたこと
や、農家民宿等での濁酒の提供を通じ、グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資すると
考えられたことから、対象者は農家民宿等を併せ営
む農業者に限定されているものである。

製造コストを回
収するのに必要
な水準は、業態
や製造において
行う設備投資に
よっても変わる
のではないか、
この点を踏まえ
再度検討し回答
されたい。併せ
て右の提案主体
の意見も踏まえ
再度検討し回答
されたい。

○最低製造数量基準の緩和
貴省の回答では、①「製造コストを回収するのに必要な
水準」、②「濁酒は特区外で流通する可能性が低い」、③
「ワインなどは製造委託が可能」、④「民宿等を併せ営む
農業者であれば原料コストが低減できる」、⑤「宿泊代金
等を通じてコストを回収することも容易」、⑥「グリーン
ツーリズムが推進され、地域の活性化にも資する」とある
が、本提案に関しては、①については、酒税法第７条第４
項の規定に準じて免許に期限を附し、永久免許の附与条
件を満たすまでの間（概ね５年間を想定）、免許期限の延
長の都度経営状況や財務状況等により個別に判断が可
能であること。②については、同法第１１条第１項の規定
に準じた条件を附すことにより、製造業者による焼酎販
売を地域内に限定することが可能であること。③につい
ては、当地域に焼酎の製造業者がいないため、本土の製
造業者に委託するしかないが、離島という地理的条件か
ら、本土地域に比べて輸送コストが高くなり、商売として
継続することが不可能であること。④及び⑤については、
原料を地元産で賄うことにより原料コストが低減できると
ともに、焼酎の製造により発生する絞り粕についても、通
常は処分費用が発生するところ、家畜飼料として再利用
する（家畜農家が無償で引き取る）ことにより、更なるコス
ト低減が可能であること。⑥については、焼酎の製造販
売を通じた若者の雇用の場の創出、地産地消、観光振興
など、地域の活性化に資することから、対象酒類を濁酒
に、対象者を農家民宿等を併せ営む農業者に限定するこ
となく、提案による焼酎製造が可能となるよう、再度ご検
討をお願いいたします。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算
の取れる程度の製造が可能な場合に限って付与する
必要があることから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を
設けているものである。
製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造
において行う設備投資によって異なることは否定しな
いが、免許申請時における個々の事業者の業態や設
備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況
を判断することは不可能である。
このようなことから、酒類の製造事業において採算が
取れるか否かの判断は最低製造数量基準によってい
るところである。
また、この最低製造数量基準の特例を設ける場合に
は、検討要請に対する回答で示したとおり、滞納の発
生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与え
かねないことから、対象酒類を限定して特例措置を講
ずることとしたものである。
なお、提案主体の意見の中で、「製造コストを回収す
るのに必要な水準に代えて、酒税法第７条第４項の規
定に準じて免許に期限を附し、永久免許の付与条件
を満たすまでの間、免許期限の延長の都度経営状況
や財務状況等により個別に判断が可能である」として
いるが、経営状況や財務状況等による判断の結果、
恒久的な設備投資をしている者に対しても免許を取り
消さざるを得ない状況も生じ得るが、こうしたことが受
け入れられるのかといった問題がある。また、「同法第
11条第１項の規定に準じた条件を附すことにより、製
造業者による焼酎販売を地域内に限定することが可
能」としているが、一旦移出された酒類について、地域
内での販売に限定することは実務上困難である。

平成１７年度税制改正
大綱において「酒類の
分類の簡素化を図る
方向で酒税制度の全
般的な見直しを行なう
こととし、平成１８年度
税制改正までに結論を
得る。」とされていると
ころであり、免許制度
についても根本的な議
論を経た上で提案が
実現できないか、この
点を踏まえ再度検討し
回答されたい。併せて
右の提案主体の意見
も踏まえ再度検討し回
答されたい。

焼酎製造免許の最低製造数量基準を緩
和することは困難との回答であるが、地域
の特産品となるような「うまい焼酎」を造る
ためには、地元の特産物を使った新商品
の開発が不可欠であり、そのためには、既
存の製造者等の指導を受け、また一定期
間、少量ずつの試験製造も行いながら商
品を造り上げていく必要がある。このよう
に、新商品開発の過程においては、最低
製造数量をクリアすることは困難なことか
ら、酒税法第７条第３項第４号の規定によ
る「試験のために酒類を製造しようとする
場合（新商品開発、新技術開発等の目的
で試験製造を行う場合）」に該当する若しく
は準じるものとして、試験製造免許の付与
対象となるよう、検討願いたい。なお、新商
品の開発後においては、法に沿って、新た
に製造免許の申請を行う考えである。

Ｃ －

酒類の製造免許は、税の保全の観点から一般に採算の取れる程度の製造が
可能な場合に限って付与する必要があることから、酒類の製造事業において
採算が取れるか否かを判断するために最低製造数量基準を設けているもので
ある。製造コストを回収するのに必要な水準は業態や製造において行う設備
投資によって異なることは否定しないが、免許申請時における個々の事業者
の業態や設備投資の状況により、将来的な経営状況や財務状況を判断するこ
とは不可能である。このようなことから、酒類の製造事業において採算が取れ
るか否かの判断は最低製造数量基準によっているところである。また、この最
低製造数量基準の特例を設ける場合には、検討要請に対する回答で示したと
おり、滞納の発生や密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与えかねない
ことから、対象酒類を限定して特例措置を講ずることとしたものである。
なお、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申や与党の平成
17年度税制改正大綱は、酒類を10種類に区分し、その区分ごとに税率が設け
られている現行酒税法の下で、同種・同等のものでありながら税負担の異なる
酒類が生産されるようになってきている現状を踏まえ、税制の中立性や公平性
を求める観点から、酒類の分類の簡素化や酒類間の税負担格差の縮小を求
めているものであることから、酒税制度の見直しに当たっては、そうしたことを
中心に検討していくことになる。
（注）酒税について、政府税制調査会の平成17年度の税制改正に関する答申
では、「酒類の分類の簡素化を図り、酒類間の税負担格差を縮小する方向で
早急かつ包括的に見直すべきである。」とされ、与党の平成17年度税制改正
大綱では、「酒類の分類の簡素化を図る方向で酒税制度の全般的な見直しを
行うこととし、平成18年度税制改正までに結論を得る。」とされているところであ
る。

1260 1260020

五島の活性化を目的に、地元の
特産物であるさつまいもと麦、七
岳山系の湧水を使って純五島産
の焼酎「うんまか焼酎・五島」の
製造販売を行う場合には、酒税
法第７条第２項の規定による酒
類製造免許の最低製造数量基
準（しょうちゅう乙類においては、
１年間の製造見込数量が１０キ
ロリットル以上）に特例を設け、
数量基準を零にする。

個人、個
人、個
人、個人

「うんま
か焼酎・
五島」の
製造販
売による
五島活
性化プロ
ジェクト
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 07 財務省

管理コード 規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例提案
事項管理番号

規制の特例事項の内容 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

070070

ウイスキー類
ブランディー定
義における
グラッパ製造
段階でのワサ
ビ等の使用
許可

酒税法
第３条

○酒類と糖類その他の物品を原
料とした酒類でエキス分が二度
以上のものは「リキュール類」に
分類される。

Ｃ ー

提案は、酒類製造者がブランデー
に他物を混和した場合、リキュール
類とはせずにブランデーのままとな
るよう、定義を見直してほしいという
もの。
酒税法では、酒類を原料・製法等に
より定義・区分し、それぞれの酒類
に対して税率を定めている。このよ
うに酒類の定義は課税対象の定義
そのものであり、その見直しは、税
負担水準の変更を伴うものであるこ
とから、規制には当たらず、そもそ
も特区の提案とはなり得ないもので
ある。

右の提案主体の
意見を踏まえ再
度検討し、回答
されたい。

スピリッツにしてもリキュールにしても原料となる
酒類のベースがあって、それに甘味を含む香辛
料や色素の添加等で造られている酒が多いよう
である。そのベースとなるものは、特にスピリッ
ツ等では、アルコールやブランデー等の蒸留酒
が多いようである。当社は本年ブランデーの製
造免許を取得し、独特の風味を持つブランデー
（所謂グラッパ）を製造している。このブランデー
に伊豆地方の特産である椎茸や山葵や苺等を
混在および抽出液の添加等を実施した製品開
発を行い、地域産業の発展に寄与したい。これ
を実施するには酒税法上スピリッツおよびリ
キュールの酒類（タネルイ）の製造免許を取得し
なければ製造は適わない。製造免許取得すると
最低製造数量６ｋｌをクリアしなければならなく、
この数量は現在の当社では過大な量となり、ク
リアするのは不可能である。従ってメインの酒
類、例えばブランデーの製造免許の取得があれ
ば、それに付随してそのブランデーを主体として
使用する製品にはスピリッツやリキュールの製
造免許の取得がなくても製造可能に規制緩和
特区として許可いただきたい。

Ｃ －

提案は、酒類製造者がブラン
デーに他物を混和した場合、リ
キュール類とはせずにブラン
デーのままとなるよう、定義を見
直してほしいというものと理解し
ている。
酒税法では、酒類を原料・製法
等により定義・区分し、それぞれ
の酒類に対して税率を定めてい
る。このように酒類の定義は課
税対象の定義そのものであり、
その見直しは、税負担水準の変
更を伴うものであることから、規
制には当たらず、そもそも特区の
提案とはなり得ないものである。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

当提案は税率引下げを目的とした税
制変更を提案するものではない。あく
までも原材料の一部を追加、変更す
ることによって製品の付加価値を向
上するものでこういった趣旨から再考
をお願いしたい。小規模事業者に対
する徴税の補足面でご心配があるな
らｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ上場企業を中心とした当ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟでの納税の体制ありとのことで
対応できます。

Ｃ －

提案は、酒類製造者がブランデーに他物を混和した場
合、リキュール類とはせずにブランデーのままとなるよ
う、定義を見直してほしいというものと理解している。
酒税法では、酒類を原料・製法等により定義・区分し、そ
れぞれの酒類に対して税率を定めている。このように酒
類の定義は課税対象の定義そのものであり、その見直
しは、税負担水準の変更を伴うものであることから、規
制には当たらず、そもそも特区の提案とはなり得ないも
のである。
なお、当方の回答は、酒税保全上の問題があるというこ
とを指摘しているのではなく、酒類の定義の見直しは、
税制改正として議論すべきものであり、規制ではないこ
とから、検討要請事項の対象にならない旨指摘したもの
である。

1227 1227010

ウイスキー類ブランディーの製造免
許を取得しているが、ワイン製造の
際の副生するブドウの絞り粕（グラッ
パ）から製造する。
グラッパの製造原料に伊豆市特産の
わさび、いちご、シイタケ、桜の花等
を使用し、着色,におい付け、味付け
を行いたい。
この当該行為により酒税法の定義で
は「スピリッツ」「リキュール」に相当す
るため新規にその酒類の製造免許
が必要となる。
当該行為のためにわざわざ「スピリッ
ツ」「リキュール」製造の免許を取得し
なければならず、その煩雑さがあり、
かつ、６ｋｌ以上の生産要件クリヤが
困難であるため、当該行為規制の除
外を提案する。同法の適用除外によ
り伊豆地方の農業振興の一助とな
る。

日本ﾆｭｰ
ﾋﾞｼﾞﾈｽ協
議会連合
会
有限会社
シャトー
ティーエ
ス

ウイス
キー類
ブラン
ディー定
義にお
けるグ
ラッパ製
造段階
でのワ
サビ等
の使用
許可

070080

ろ過しない発
酵途中の濁り
ワインの酒税
法上の分類を
明確にし、販
売できることの
明確化

酒税法
第3条第
8号、同
条第14
号、第
44条第2
項

酒税法
及び酒
類行政
関係法
令等解
釈通達
第44条
第2項関
係

もろみについて製造場から移出
しようとする場合は税務署長の
承認が必要であるが、特定の場
合を除き、原則として承認を与え
ないこととしている。

Ｃ Ⅰ

　「ろ過していない発酵途中の濁りワイ
ン」は、ぶどう搾汁を発酵させたもので主
発酵が終わる前のものであるから、酒税
法上はもろみに該当する。もろみを処分
（製造場から移出）しようとする場合に
は、製造場の所轄税務署長の承認を受
けなければならないこととされている。提
案では製品の移出に当たり消費期限を
設けた上で低温流通させる措置を講じる
とされているが、この措置が確実に担保
されない場合には、もろみが再発酵し果
実酒又は甘味果実酒となることから、レ
ストラン等の無免許製造となる恐れが生
じる。（確実に担保するためには新たな
規制の必要がある。）このため、提案の
ような事由の場合には、酒税の検査取
締上の観点から、これを承認しないこと
としている。

右の提案主体の
意見について回
答されたい。

　特区制度は、地域の特性に応じた規
制の特例を特定の区域に導入すること
で、地域が自発性を持って構造改革を
進め、新規産業の創出等により、地域
の活性化につなげることを目的とした
制度であると理解している。
　特区の推進に関する基本方針にお
いても、「全国一律の規制」から、「地
域の特性に応じた規制」へという考え
方の転換のもと、「知恵と工夫」、「自助
と自立」により地域経済の活性化を図
るものとされている。
　貴省におかれては、「酒税の検査取
締上の観点からこれを承認しないこと
としている」との判断であるが、特区制
度の趣旨を踏まえ、再考をお願いした
い。

Ｃ Ⅰ

　酒税法では、もろみの処分を承
認制とし、原則として禁止してい
るが、これは、①もろみは最終的
に完成される酒類からみれば、
中間製成物の性質を有してお
り、酒類として流通することを予
定していないこと、②もろみを原
料として酒類を製造することは極
めて容易であるため、これを自由
に移出することを容認した場合に
は、酒類の密造を誘発しかねな
いとの理由によるものである。
　提案のような低温流通措置が
確実に担保されない場合には、
もろみが再発酵し、果実酒又は
甘味果実酒となることから、レス
トラン等の無免許製造となる恐
れが生じるものであり、酒税の検
査取締上の観点からこれを承認
しないこととしているものである。

1080 1080020

　ろ過しない発酵途中の濁りワイ
ンを、酒税の保全を確保すること
を前提に、酒税法第3条に定義
する酒類の分類上の位置付けを
明確にし、一定の条件のもとで
製造し、販売することを可能とす
る。

神戸市

人と自然
との共生
ゾーン特
区

070090

地域の特産物
を利用した乙
類焼酎の免許
の付与に関す
る、焼酎の製
造免許の要件
緩和。

酒税法
第１０条
第１１号

酒税法
及び酒
類行政
関係等
解釈通
達第10
条第11
号関係
の２

しょうちゅう乙類製造免許のうち
その他のしょうちゅう（かす取り
しょうちゅう以外のもの）につい
ては、酒税の保全上酒類の需給
の均衡を維持する必要があるた
め、申請製造場の所在する地域
の米、麦、さつまいも及びそば以
外の特産物を主原料とし、かつ、
販売先がその地域に限定されて
いると認められる場合には、免
許を付与することとしている。

Ｄ－
１

Ⅳ

しょうちゅう乙類のうちその他のしょ
うちゅう（かす取りしょうちゅう以外
のもの）の製造免許については、製
造しようとするしょうちゅう乙類が、
地域の特産物（一般的に当該地域
における特産品として認知されてい
る産品）を主原料とし、かつ、販売
先がその地域に限定されていると
認められる場合には、免許を付与
することとしている。

1138 1138010

酒税法第10条の規程には、「酒税の保全
の為に税務署長は免許を与えないことが
できる」と規程されている。現在焼酎乙類
（地域の特産品）に属するかぼちゃは、酒
税の保全の名目でこの10条が適用され、
新規免許が付与できない状況となってい
る。米沢市内の酒造会社は、酒税法上、乙
類・地域の特産品に属する「かぼちゃ」を
使った焼酎の製造は認められない（乙類免
許取得の関係上）。しかし、当地域の特産
品として生産されている「かぼちゃ」を焼酎
に加工することは、地場産品のブランド化
だけにとどまらず、地域産業の活性化や新
規産業の確立、雇用拡大など、大きな波及
効果をもたらすことが期待される。焼酎の
消費量が日本酒を上回った現在、全国で
もあまり例がない「かぼちゃ焼酎」は、各社
の模範ともなり、地域活性化に大きな影響
をもたらすことが予想される。よって、地域
の特産品（かぼちゃ）を材料にした「かぼ
ちゃ焼酎」の新規参入を認めてほしい。

米沢商工
会議所

米沢産メ
ルヘン
かぼちゃ
焼酎プロ
ジェクト、

070100

地域の特産物
を利用した乙
類焼酎の免許
の付与に関し
てほしいもを材
料として認可
する緩和

酒税法
第１０条
第１１号

酒税法
及び酒
類行政
関係等
解釈通
達第10
条第11
号関係
の２

しょうちゅう乙類製造免許のうち
その他のしょうちゅう（かす取り
しょうちゅう以外のもの）につい
ては、酒税の保全上酒類の需給
の均衡を維持する必要があるた
め、申請製造場の所在する地域
の米、麦、さつまいも及びそば以
外の特産物を主原料とし、かつ、
販売先がその地域に限定されて
いると認められる場合には、免
許を付与することとしている。

Ｃ Ⅳ

かす取り以外のその他のしょうちゅう乙類のうち地域
の特産物を主原料としたしょうちゅうの製造免許につ
いては、原料が地域の特産物に限定され、かつ、販売
先がその地域に限定されていることから、しょうちゅう
乙類の需給に与える影響は少ないものと認められる。
　しかしながら、米、麦、さつまいも及びそばは全国で
栽培可能であり、本提案を含めた同様の内容の要望
にすべて応えていくこととした場合、しょうちゅう乙類の
需給に影響が生じることは明らかであり、本提案のみ
を例外とすることはできない。
　なお、しょうちゅう乙類の課税数量は増加傾向にある
が、しょうちゅう乙類の需給状況について、短期的視点
での判断は、焼酎が熟成酒であることを考えると大き
な危険が伴うものであり、長期的に見極めていく必要
があるものと考えている。
　また、ほしいもは、芋をアルファ化し、さらに自然の力
で糖化させた商品であり、さつまいもとは別なものと解
釈できるとあるが、原料については、法令解釈通達第
３条の２（原料を加工した際分離されたもの等の取扱
い）において、加工により物品に本質的な変化を来し
ていないものは、加工前の物品の名称のものとして取
り扱っている。なお、本質的な変化とは、分解、合成、
酸化、還元等の化学的操作又は抽出、蒸留等の精製
操作により組成又は成分が明らかに変化する場合とし
ており、芋をアルファ化し、さらに自然の力で糖化させ
たとしても、本質的な変化とは認められず、加工前の
物品であるさつまいもと判断せざるを得ない。

貴省の回答で
は、「長期的に見
極めていく必要
がある。」とある
が、その際の具
体的な判断基準
を示されたい。併
せて右の提案主
体の意見も踏ま
え再度検討し回
答されたい。

貴省の考えでは、需給関係を長期的に見
極めとあるが、過去５年間の焼酎乙類の
課税移出は平成１０年度が３２５千ＫＬ、１
５年度は４４７千ＫＬとなり３８％の増加で
ある。現在その需要の増に製造が追い付
かず出荷規制やプレミア価格での取引、
さらに贋物騒動までおこっている。まさしく
長期的に焼酎乙類の需給関係が好転し
たといえるのではなかろうか。
平成４年６月の第３次行革審では、１０年
以内に需給調整を理由にする参入規制
を撤廃すべき。と答申され、さらに平成１
０年１２月の行革推進本部規制緩和委員
会見解の第２章では、酒類の需給関係が
好転の場合には、速やかに規制を廃止
し、新規参入を促す。とされている。貴省
ではこれら現状及び行革審の答申を踏ま
えどの程度の年月で何を根拠に見極め
を行なうのか明示していただきたい。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類製造者の多く
は、極めて零細な中小企業であ
り、需給調整要件を適用しないで
免許を付与して新たにしょうちゅ
うを製造させることとした場合、
しょうちゅう乙類製造業者の濫立
を招き、よって酒税の徴収の確
保に影響が生じる可能性が非常
に高い。
　また、昨今、しょうちゅうの消費
数量の伸びが見られるものの、
これを一時的なブームととらえる
向きもあり、今後ともこのような
消費数量の伸びが継続するか否
か、不透明な状況にある。
　したがって、しょうちゅう乙類製
造に係る需給調整規制の今後の
あり方については、しょうちゅう乙
類の製造能力、需要動向等を長
期的に見極めて、慎重な検討を
進めていく必要がある。

貴省の回答では「長期的
に見極めて」とあるが、見
極めるために何年程度か
かるのか具体的に回答さ
れたい。併せて右の提案
主体の意見も踏まえて再
度検討し回答されたい。

   貴省の回答では、需給調整要件を適用しないで免許を付与
する事は、しょうちゅう乙類製造業者の濫立を招くとあるが平成
10年12月の行革推進本部規制緩和委員会見解の第2章にお
いて、需給調整規制は、弊害が多く、逆に衰退の道を歩む危惧
があり、新規参入を促し産業全体として活性化を図る事が適切
としている。貴省では、この見解をどう解釈しているのであろう
か？今回の提案は、まさしく特区制度を利用しての規制緩和の
検証の場であり、酒類業界の活性化に繋がり更には酒税の増
収に寄与できるものである。
   新規の酒類製造免許には、期限が設定されており、３年間に
亘り一年ごとの更新が必要である。ならば、特区による新規の
製造免許は永遠に毎年更新を原則とし　仮にしょうちゅうブー
ムが一時的なもので、消費数量が激減した場合には、その免
許の更新を認めなければよいだけである。勿論この更新不認
可に対して、営業権などを理由に免許更新者側よりクレームを
発生させない事は言うまでも無い。以上より新規の酒類製造免
許に対して、毎年更新を原則とすることで、対応願いたい。
   我々以外のしょうちゅうの製造免許申請の内容を見ても、そ
れぞれが、地域活性化の為の申請であり、既存のじょうちゅう
製造者のシェアを奪う事が目的ではないことは明白である。仮
にその様な危惧を貴省が考えるなら、特区による新規免許に
は、製造数量の上限を設けてはいかがであろうか？実際韓国
で小口ビール製造が規制緩和された折には、製造の上限数量
を設定し、その数量内で採算が見込まれる業者のみに認可を
あたえた。また、貴省の英断によるドブロク特区でも　自家栽培
の米による醸造に制限する事で上限数量と同じ設定をしている
前例がある。この上限数量の設定により需要動向に関係なく、
特区による新規製造免許が付与できるはずである。以上より製
造数量の上限を制限する事で、新規の免許の付与を願いた
い。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類の需給状況については、消費数量の
伸びに対して、設備状況及びその稼動状況に基づく供
給能力が、どのように対応しているか等に加え、流通段
階における在庫状況等のバランスを総合的に勘案する
必要があり、ここ数年の急激な消費数量の伸びについ
ては、既存の供給能力で対応が図られているところであ
り、現時点において、需給調整要件を緩和することは困
難である。
　また、提案主体から「永久に毎年更新を原則とし、消
費数量が激減した場合には、免許の更新を認めなけれ
ばよい」との意見があるが、製造免許の更新制について
は、製造者にとって過度の規制となることから慎重に検
討する必要がある。

1144 1144010

特産物を原料とするその他の焼
酎の原料に関して　米、麦、さつ
まいも、そばが無条件に特産物
から除外されているが、明らかに
特産物であると認知される場合
には、その原料として認める。

ひたちな
かＪＡ･株
式会社幸
田商店･
木内酒造
合資会社

純ひたち
なか産
ほしいも
焼酎生
産プロ
ジェクト

070110
焼酎の製造免
許の要件緩和

酒税法
第１０条
第１１号

酒税法
及び酒
類行政
関係等
解釈通
達第10
条第11
号関係
の２

しょうちゅう乙類製造免許のうち
その他のしょうちゅう（かす取り
しょうちゅう以外のもの）につい
ては、酒税の保全上酒類の需給
の均衡を維持する必要があるた
め、申請製造場の所在する地域
の米、麦、さつまいも及びそば以
外の特産物を主原料とし、かつ、
販売先がその地域に限定されて
いると認められる場合には、免
許を付与することとしている。

Ｃ Ⅳ

かす取り以外のその他のしょうちゅう乙
類のうち地域の特産物を主原料とした
しょうちゅうの製造免許については、原
料が地域の特産物に限定され、かつ、
販売先がその地域に限定されていること
から、しょうちゅう乙類の需給に与える影
響は少ないものと認められる。
　しかしながら、米、麦、さつまいも及び
そばは全国で栽培可能であり、本提案
を含めた同様の内容の要望にすべて応
えていくこととした場合、しょうちゅう乙類
の需給に影響が生じることは明らかであ
り、本提案のみを例外とすることはでき
ない。
　なお、しょうちゅう乙類の課税数量は増
加傾向にあるが、しょうちゅう乙類の需
給状況について、短期的視点での判断
は、焼酎が熟成酒であることを考えると
大きな危険が伴うものであり、長期的に
見極めていく必要があるものと考えてい
る。

貴省の回答で
は、「長期的に見
極めていく必要
がある。」とある
が、その際の具
体的な判断基準
を示されたい。併
せて右の提案主
体の意見も踏ま
え再度検討し回
答されたい。

○受給調整要件の緩和
貴省の回答では、 ①「ここ数年の急激な消費数量の伸び
については、既存の供給能力で対応を図っている（第５次
提案「純ひたちなか産ほしいも焼酎生産プロジェクト」に
対する９月１０日回答）、②「しょうちゅう乙類の需給に影
響が生じることは明らかである」、③「長期的に見極めて
いく必要がある」とあるが、本提案に関しては、①につい
ては、ここ数年の需要量増加への対応について、既存の
製造業者には増産が認められているにもかかわらず、さ
つまいもや麦を使った焼酎製造の新規参入を希望する者
がいながら、その道が閉ざされている実態は、公平な競
争が阻害されている状況であり、一定条件の下で新規参
入を認める余地がある（新規参入を認めるべきもの）と考
えられること。②については、酒税法第１１条第１項の規
定に準じた条件を附すことにより、製造業者による焼酎
販売が地域内に限定され、既存の製造業者への影響を
最小限に抑えることが可能であること。③については、仮
に急激な需要の減少が生じた際には、製造業者の経営
状況等を勘案した上で、同法第１１条第１項の規定に準じ
て製造数量に条件を附す（製造数量の上限を設定（例え
ば１０キロリットル以下に設定）する）ことにより、需要の
変化に柔軟に対応し、受給への影響を最小限に抑えるこ
とが可能であること。また、特区の評価を通じて受給への
影響等の検証が可能であると考えられることから、提案
による焼酎製造が可能となるよう、再度ご検討をお願い
いたします。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類製造者の多く
は、極めて零細な中小企業であ
り、需給調整要件を適用しないで
免許を付与して新たにしょうちゅ
うを製造させることとした場合、
しょうちゅう乙類製造業者の濫立
を招き、よって酒税の徴収の確
保に影響が生じる可能性が非常
に高い。
　また、昨今、しょうちゅうの消費
数量の伸びが見られるものの、
これを一時的なブームととらえる
向きもあり、今後ともこのような
消費数量の伸びが継続するか否
か、不透明な状況にある。
　したがって、しょうちゅう乙類製
造に係る需給調整規制の今後の
あり方については、しょうちゅう乙
類の製造能力、需要動向等を長
期的に見極めて、慎重な検討を
進めていく必要がある。

貴省の回答では「長期的
に見極めて」とあるが、見
極めるために何年程度か
かるのか具体的に回答さ
れたい。併せて右の提案
主体の意見も踏まえ再度
検討し回答されたい。

　提案が認められない場合、地元の
特産物であるさつまいもと麦を使った
焼酎の製造免許を取得するために
は、既存製造者の営業を譲り受ける
以外に方法がないと思われる。しかし
ながら、焼酎の消費量が伸びている
現状においては、それも困難な状況
である。このため、既存製造者が焼酎
製造を休止するなど、既存免許が遊
休化している若しくは遊休化すること
が明らかな場合については、当該製
造者の了解が得られる範囲におい
て、その情報提供がなされるよう、検
討願いたい。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類の需給状況については、消費数量の
伸びに対して、設備状況及びその稼動状況に基づく供
給能力が、どのように対応しているか等に加え、流通段
階における在庫状況等のバランスを総合的に勘案する
必要があり、ここ数年の急激な消費数量の伸びについ
ては、既存の供給能力で対応が図られているところであ
り、現時点において、需給調整要件を緩和することは困
難である。
　なお、製造免許を受けている者の情報提供について
は、現在、「酒類製造免許者名簿」を税務署の窓口に備
え付けて公表等していることから、それを閲覧すること
が可能である。

1260 1260010

五島の活性化を目的に、地元の
特産物であるさつまいもと麦、七
岳山系の湧水を使って純五島産
の焼酎「うんまか焼酎・五島」の
製造販売を行う場合には、酒税
法及び酒類行政関係法令等解
釈通達第１０条第１１号関係２の
（４）の規定（免許の需給調整要
件）を適用しない。

個人、個
人、個
人、個人

「うんま
か焼酎・
五島」の
製造販
売による
五島活
性化プロ
ジェクト

070110
　焼酎の製造
免許の要件緩
和

酒税法
第１０条
第１１号

酒税法
及び酒
類行政
関係等
解釈通
達第10
条第11
号関係
の２

しょうちゅう乙類製造免許のうち
その他のしょうちゅう（かす取り
しょうちゅう以外のもの）につい
ては、酒税の保全上酒類の需給
の均衡を維持する必要があるた
め、申請製造場の所在する地域
の米、麦、さつまいも及びそば以
外の特産物を主原料とし、かつ、
販売先がその地域に限定されて
いると認められる場合には、免
許を付与することとしている。

Ｃ Ⅳ

かす取り以外のその他のしょうちゅう乙
類のうち地域の特産物を主原料とした
しょうちゅうの製造免許については、原
料が地域の特産物に限定され、かつ、
販売先がその地域に限定されていること
から、しょうちゅう乙類の需給に与える影
響は少ないものと認められる。
　しかしながら、米、麦、さつまいも及び
そばは全国で栽培可能であり、本提案
を含めた同様の内容の要望にすべて応
えていくこととした場合、しょうちゅう乙類
の需給に影響が生じることは明らかであ
り、本提案のみを例外とすることはでき
ない。
　なお、しょうちゅう乙類の課税数量は増
加傾向にあるが、しょうちゅう乙類の需
給状況について、短期的視点での判断
は、焼酎が熟成酒であることを考えると
大きな危険が伴うものであり、長期的に
見極めていく必要があるものと考えてい
る。

貴省の回答で
は、「長期的に見
極めていく必要
がある。」とある
が、その際の具
体的な判断基準
を示されたい。併
せて右の提案主
体の意見も踏ま
え再度検討し回
答されたい。

・政府の方針では、経済活性化のため規
制改革により民間活力を最大限に引き出
し、民業を拡大することが重要であると
謳っています。政府の方針への合致につ
いて、御見解をお願いします。
・昨今、海外で造られた焼酎が輸入され
ていることを耳にしますが、国内で新規参
入を認め、健全な競争環境を作り、民間
の活力を引き出し企業体質の強化を図っ
ていくことが、ひいては税収の安定につな
がると思われますがこれについて御見解
をお願いします。
・「長期的に見極めていく」との回答につ
いて、長期的とはどの程度のスパンを考
えているのか、見極める材料として特区
設置ではいけないのか、いけないのであ
れば、何を持って見極める材料とされる
のか御回答をお願いします。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類製造者の多く
は、極めて零細な中小企業であ
り、需給調整要件を適用しないで
免許を付与して新たにしょうちゅ
うを製造させることとした場合、
しょうちゅう乙類製造業者の濫立
を招き、よって酒税の徴収の確
保に影響が生じる可能性が非常
に高い。
　また、昨今、しょうちゅうの消費
数量の伸びが見られるものの、
これを一時的なブームととらえる
向きもあり、今後ともこのような
消費数量の伸びが継続するか否
か、不透明な状況にある。
　したがって、しょうちゅう乙類製
造に係る需給調整規制の今後の
あり方については、しょうちゅう乙
類の製造能力、需要動向等を長
期的に見極めて、慎重な検討を
進めていく必要がある。

貴省の回答では「長期的
に見極めて」とあるが、見
極めるために何年程度か
かるのか具体的に回答さ
れたい。併せて右の提案
主体の意見も踏まえ再度
検討し回答されたい。

①　しょうちゅうの製造には多額の設備投資が必要である
ことから、製造業者が濫立するとは考え難いと思われま
す。過去にブームのあった地ビールにおいても、多くは零
細な中小企業でありましたが、濫立することなく、需給動
向に応じた開廃業が行われたと認識しております。
　また、本回答は、新規事業者の大幅な参入を「濫立」と
いう負の要素として認識し、徴収業務への負荷を防止す
るために、現行の規制緩和を拒むものであると捉えられ
ます。本回答が、規制改革により民間活力を最大限に引
き出し、民業を拡大することが重要であると謳う政府の方
針に合致するのか、再度、御見解をお願いします。
②　同様に零細な事業者が多い果実酒･地ビールについ
ては新規参入が認められています。本回答では、焼酎
ブームの継続、消費数量の伸びを懸念されていますが、
既にブームが去っている果実酒・地ビールについては特
に規制せず、逆に需要増が見込まれる焼酎乙類につい
て規制することは矛盾しており、既存事業者・既存産地に
たいする過剰な保護と受け取られます。これについて御
見解をお願いします。
③　今後、慎重に検討されるとの回答ですが、焼酎乙類
の製造能力、需要動向等がどう移行した場合に規制が緩
和されるのか、果実酒・地ビールとの整合性も踏まえて、
今後の方針について提案者が理解できる詳細な御回答
をお願いします。

Ｃ Ⅳ

　しょうちゅう乙類の需給状況については、消費数量の
伸びに対して、設備状況及びその稼動状況に基づく供
給能力が、どのように対応しているか等に加え、流通段
階における在庫状況等のバランスを総合的に勘案する
必要があり、ここ数年の急激な消費数量の伸びについ
ては、既存の供給能力で対応が図られているところであ
り、現時点において、需給調整要件を緩和することは困
難である。

5057 50570001

　酒税法及び酒類行政関係法
令等解釈通達第２編酒税法第
10条第11号関係の２の「次に
掲げる酒類」から(4)の「しょ
うちゅう乙類」に関する記述
を削除し、「しょうちゅう乙
類」について、原料や特産品
の特性に限らず新規免許の取
得を認める。

長野県
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 07 財務省

管理コード 規制の特例事項名 該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

再々検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例提案
事項管理番号

規制の特例事項の内容 提案主体名
構想(プロ
ジェクト)の
名称

070120
　酒税につい
ての納税申告
の簡素化

酒税法
第30条
の２、第
30条の
４

〇酒類製造者は、その製造場ご
とに、毎月、課税標準数量、酒
税額等を記載した申告書を翌月
末日までに所轄税務署長に提出
しなければならない。
〇申告書を提出した酒類製造者
は、申告に係る酒類を移出した
日の属する月の末日から２月以
内に酒税を国に納付しなければ
ならない。

Ｃ ー

酒税は、消費者からの預り金的性
格を有していることから、毎月、申
告・納税を行っていただくこととして
いるところであり、酒類製造者は、
製造規模の大小や本業か副業かを
問わず、酒税の納税義務者として、
酒税の申告・納税を適正に履行し
ていただくことが必要である。

酒税の納税を確
保する代替措置
を設けても回数
を簡素化できな
いか、この点を
踏まえ再度検討
し回答されたい。

Ｃ －

酒税は、消費者からの預り
金的性格を有していることか
ら、毎月、申告・納税を行って
いただくこととしているところ
であり、酒類製造者は、製造
規模の大小や本業か副業か
を問わず、酒税の納税義務
者として、酒税の申告・納税
を適正に履行していただくこ
とが必要である。

1033 1033021

　酒類の製造要件の緩和と同時
に、もてなし用ワインに係る税申
告・記帳義務については、酒造
業者同様の手続きをとらず、年
一回申告・納付等へ簡素化する
ことが実効ある特区となる。

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進協
議会、安
心院町グ
リーン
ツーリズ
ム研究会

ハウスワ
イン（自
家製果
実酒）特
区

070130
　酒税につい
ての記帳義務
の簡素化

酒税法
第46条

〇酒類製造者等は、製造、貯
蔵、販売又は保税地域からの引
取りに関する事実を帳簿に記載
しなければならない。

Ｄ－
１
ー

酒税は申告納税制度を採用してお
り、適正な申告納税を行っていただく
とともに、申告内容の事後的確認に
資するため、原料の使用実績や製
造・出荷の実績などの必要最小限の
事項について記帳義務を課していると
ころであり、酒類製造者は、酒税の納
税義務者として、記帳義務を適正に
履行していただくことが必要である。
なお、法令解釈通達において、製造
場の構造、設備又は製造操作の特殊
性等から、主に製造過程に関し記帳
ができない事項（例えば仕込み前後
の容器の液面までの深さなど）につい
ては、その記帳を省略することができ
ることとされており、これを踏まえ製造
者の実状に即して対応することとして
いる。

1033 1033022

　酒類の製造要件の緩和と同時
に、もてなし用ワインに係る税申
告・記帳義務については、酒造
業者同様の手続きをとらず、年
一回申告・納付等へ簡素化する
ことが実効ある特区となる。

大分県、
安心院
町、安心
院町グ
リーン
ツーリズ
ム推進協
議会、安
心院町グ
リーン
ツーリズ
ム研究会

ハウスワ
イン（自
家製果
実酒）特
区

070140

輸出貨物の車
上通関時にお
ける「車上扱い
願書」提出の
不要化・包括
化

関税法
第６７
条、
第６７条
の２

通常の輸出通関では、車両等で
輸送された貨物を保税蔵置場内
に搬入した後に輸出通関を認め
ているが、「車上通関扱い」と
は、輸出しようとする貨物を保税
地域内の車両上に積載したまま
の状態で輸出通関を認める取り
扱いである。

C Ⅳ

　「車上通関扱い」を行う貨物につ
いては、車両上に貨物が積載され
たままとなっており、その移動等が
容易であり、かつ、申告時の貨物確
認が不十分となる恐れがあるため、
取締り上の観点から、事前に「願
書」の提出を求めているものであ
り、「車上通関扱い」が可能かどう
か適切に確認を行う必要があること
から、その廃止等は困難である。

提案のうち、包
括事前審査を認
められ、かつ車
上通関の実績が
ある業者につい
ては、包括事前
審査が認められ
ている期間と同
期間は「車上扱
い願書」の提出
を不要としてもよ
いのではない
か、この点を踏
まえ再度検討し
回答されたい。
併せて右の提案
主体の意見も踏
まえ再度検討し
回答されたい。

輸出申告における包括事前審査を認
められた貨物については、原則として
ＮＡＣＣＳ（通関情報処理システム）の
オンライン端末での輸出申告後即時
許可となることを考えると、個々の貨物
ごとに必ず行われる輸出申告とは別
に、事前に書類で「車上扱い願書」を
提出させる必要性が疑問です。また、
包括事前審査扱い以外の貨物の車上
通関においても、保税地域での搬出入
確認や輸出申告等は車上通関以外の
一般貨物と同様に行われることから、
貨物管理の点では問題ないと考えま
す。取締りの観点から「願書」の事前提
出が必要ということであれば、現状の
包括事前審査扱い貨物の場合と同様
に１ヶ月分をまとめた事前提出でも足
りるのではないでしょうか。

C Ⅳ

１．輸出申告は、原則として貨
物を保税地域に搬入・蔵置し
た後に行うこととなっているが、
「車上通関扱い」は迅速な通関
が必要な航空貨物の特殊性に
鑑み特例的に認めているもの
である。
２．　「車上通関扱い」を行う貨
物については、車両上に貨物
が積載されたままとなってお
り、その移動等が容易であり、
かつ、申告時の貨物確認が不
十分となる恐れがあるため、取
締り上の観点から、事前に「願
書」の提出を求めているもので
ある。包括事前審査適用貨物
であっても事前に、「車上通関
扱い」が可能かどうか適切に
確認を行う必要があることか
ら、その廃止等は困難である。

法令上の範囲内でそれぞ
れの空港や港の特徴を踏
まえ、各税関の裁量によっ
て一部手続き業務の簡素
化を行なうことは可能なの
か示されたい。また、平成
17年度関税改正に関する
関税・外国為替等審議会答
申において、「コンプライア
ンスの優れた者について、
貨物を保税地域に入れるこ
となく輸出申告を行い、許
可を受ける制度を導入す
る」とあるが、通関手続きの
どのような簡素化につなが
るのか示されたい。併せて
右の提案主体の意見も踏
まえ再度検討し回答された
い。

「車上通関扱い」においても通関手続を
行う際の駐車スペースは保税地域の許
可を受けており、保税地域への搬入後
に申告を行う原則は満たしていますし、
移動等が容易な状況に置かれてはいて
も、輸出申告後に必要な検査を受け、
輸出許可を得た後でなければ保税地域
（駐車スペース）を離れて飛行場に向か
う意味が無いので通常の保税蔵置場等
で扱う場合と変わりないものと思われま
す。
包括事前審査適用貨物については、原
則即時許可であることと「車上扱い願
書」が必要であることの兼合いがやはり
疑問で、貴省のいう取締上生じる具体
的な弊害について説明を希望します。
また、包括事前審査の適用を認める際
に車上扱いについても併せて認める方
法は考えられないでしょうか。

C Ⅳ

１．適正な通関を確保しつつ、迅速な通関を実現することが税関の重要な使命である。このた
め、輸出申告は、原則として貨物を保税地域に搬入・蔵置し通関業者等が確認した後に行う
こととなっているものであるが、近時の米国におけるテロ対策の強化等の輸出貨物に係るセ
キュリティ強化等の諸状況を鑑みれば、「車上通関扱い願書」の提出を不要としたり、提出期
間の延長を行う等の更なる手続の簡素化を行うことは適切ではない。
　なお、適正かつ迅速な通関を確保する観点から、関税関係法令の範囲内でそれぞれの空
港や港の実情を踏まえ、適正な通関を確保できる範囲で一部手続の簡素化を行っているとこ
ろであり、成田空港における航空貨物に係る「車上通関扱い」はこの一例であるが、これは成
田空港の貨物地区が取扱量に比し狭隘であることを踏まえ極めて例外的に認めているもので
ある。
２．　「車上通関扱い」を行う貨物については、車両上に貨物が積載されたままとなっており、
その移動等が容易であり、かつ、申告時の貨物確認が不十分となる恐れがあるが、このよう
な貨物についても適正かつ迅速な通関を実現するためには、その状況を把握する必要があ
ることから、事前に「車上通関扱い願書」の提出を求めているものである。
３．包括事前審査は、同一貨物を継続的に輸出する場合に、当該輸出貨物の内容を事前に
審査するものである。また、実際の輸出時における貨物の状況は、引き続き輸出申告時に審
査されている。したがって、包括事前審査は、適用貨物について即時許可を保証するもので
はなく、輸出される貨物の個々の状況に関する「車上通関扱い願書」とは別のものであるた
め、包括事前審査を適用された貨物であっても「車上通関扱い願書」の事前提出は必須と考
えている。
４．なお、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの優れた輸出者についての輸出通関制度は、セキュリティ対策の強化と
国際物流の高度化等への対応を同時に達成するものであり、一定のｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ要件を充た
す輸出者の貨物であって、当該貨物を輸出者の自社施設等（工場等）から船舶（航空機）へ船
積み（搭載）するまでの間の一貫した貨物管理が適切に行われること等を条件に、当該自社
施設等において輸出通関を認めるものである。したがって、今後、この輸出通関制度が導入
されれば、当該制度が適用される輸出者の貨物については、通関のために保税地域に搬入
する必要がなくなるが、これは、他の貨物の通関に係る「車上通関扱い」とは直接の関係はな
い。

1201 1201020

　現在成田空港では、均質貨
物、巨大重量貨物、精密貨物又
は包括事前審査制度の適用を
受ける貨物の輸出について車上
通関が認められているが、このう
ち包括事前審査を認められてい
る事業者については、車上通関
時の税関への「車上扱い願書」
の提出を不要とし、それ以外の
事業者については、「車上扱い
願書」の提出を１ヶ月単位とす
る。
（注）「車上扱い願書」の提出は、
原則その都度行なわなければな
らない。　ただし包括事前審査を
認められ、かつ車上通関の実績
がある事業者については、現状
でも１ヶ月単位での提出が認め
られている。

千葉県
国際空
港特区

070150
税関手続の取
扱い

関税法
第107条
関税法
施行令
第92条
第1項
財務省
組織規
則第343
条第1項
及び第
10項

貨物の輸出又は輸入の許可等
に係る税関長の権限は、各税関
官署の長に委任されているた
め、貨物の輸出又は輸入の申告
はこれら税関官署の長に対して
行う必要がある。

Ｃ Ⅰ

　関税法等に基づき、関税等の適
正な徴収や輸出入手続の適正な処
理を確保するため、輸出入申告に
際しては、貨物の蔵置場所を管轄
する税関官署において、申告から
許可までの手続を行う必要がある。

輸出入申告が貨
物の蔵置場所を
管轄する税関官
署以外になされ
た場合、どのよう
な理由で適正な
処理が確保でき
ないのか、この
点を踏まえ再度
検討し回答され
たい。

保税蔵置場の許可においては、
関税徴収や輸出入手続きの適正
な処理を確保するため管轄税関
官署からの路程を概ね２５ｋｍ以
内としている。同様に取締上支障
がない一定距離の範囲内という条
件を付けてでも、税関官署の管轄
区域外にある貨物の輸出入申告
を管轄区域内の事業所から受け
つけることで、税関官署の申請窓
口としての利便性を高め通関業者
等の税関手続に要する負担を軽
減していただきたい。

Ｃ Ⅰ

　関税等の公平かつ適正な賦課徴収
や輸出入手続の適正な処理を確保す
るためには、税関への輸出又は輸入
の申告、検査及び許可という一連の
通関手続において、関税法等に基づ
く関税等の確定、納付、徴収等が行
われ、必要に応じ、仕入書等の添付
書類に基づく申告内容の確認（審
査）、申告書記載の貨物と現品との同
一性の確認（検査）や他法令の規定
に基づく許可、承認等の確認を行わ
なければならないことから、税関は対
象貨物を管轄下において同一の税関
で一貫して審査・検査を行う必要があ
る。
　なお、輸出入申告は、通関情報処理
システム（NACCS）により電子的に行
うことが可能である。また、添付書類
は税関手続申請システム（CuPES）に
より電子的に提出することが可能と
なっており、添付書類の電子化を進め
ることなどにより、税関手続の負担軽
減を図っていくこととする。

右の提案主体の意見
について回答された
い。

先の意見で述べさせていただいたよ
うに一定距離内の条件付きで管轄区
域外にある貨物に係る管轄区域内事
業者からの輸出入申告を受付ける場
合であっても、申告から許可までの一
連の手続を申告を受けた官署が一貫
して行うことは可能ではないでしょう
か。
事業者の立場に立つと、営業所の近
くに税関官署があるにもかかわらず、
わざわざ遠い方の官署に申告を行わ
なければならないのは、やはり不合
理を感じざるを得ません。

C Ⅰ

　輸出入申告は、通関情報処理システム（NACCS）によ
り電子的に行うことが可能となっており、また、添付書類
は税関手続申請システム（CuPES）により電子的に提出
することが可能となっている。
　 今後とも、添付書類の電子化を進めることなどによ
り、税関手続きの負担軽減を図っていくこととする。

1201 1201010

　成田空港で取り扱う貨物に係
る輸出入申告（控え）及び添付書
類の提出先税関官署を物流事
業者事業所の最寄りの税関官署
又は物流事業者が希望する税
関官署とする。
　また、輸出入申告についての
税関の審査は、輸出入申告（控
え）等が提出された税関官署に
おいて実施する。
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貨物の輸出又は輸入の許可等
に係る税関長の権限は、各税関
官署の長に委任されているた
め、貨物の輸出又は輸入の申告
はこれら税関官署の長に対して
行う必要がある。

Ｃ Ⅰ

　関税法等に基づき、関税等の適
正な徴収や輸出入手続の適正な処
理を確保するため、輸出入申告に
際しては、貨物の蔵置場所を管轄
する税関官署において、申告から
許可までの手続を行う必要がある。

輸出入申告が貨
物の蔵置場所を
管轄する税関官
署以外になされ
た場合、どのよう
な理由で適正な
処理が確保でき
ないのか、この
点を踏まえ再度
検討し回答され
たい。

Ｃ Ⅰ

　関税等の公平かつ適正な賦課徴収
や輸出入手続の適正な処理を確保す
るためには、税関への輸出又は輸入
の申告、検査及び許可という一連の
通関手続において、関税法等に基づ
く関税等の確定、納付、徴収等が行
われ、必要に応じ、仕入書等の添付
書類に基づく申告内容の確認（審
査）、申告書記載の貨物と現品との同
一性の確認（検査）や他法令の規定
に基づく許可、承認等の確認を行わ
なければならないことから、税関は対
象貨物を管轄下において同一の税関
で一貫して審査・検査を行う必要があ
る。
　なお、輸出入申告は、通関情報処理
システム（NACCS）により電子的に行
うことが可能である。また、添付書類
は税関手続申請システム（CuPES）に
より電子的に提出することが可能と
なっており、添付書類の電子化を行う
ことにより、その提出先の問題は解決
するものと考えられる。

1271 1271060

　輸出入申告書などの、税関長
への提出が義務づけられている
書類の取扱いについては、関税
法第百七条、および関税法施行
令第九十二条第一項第一号に
より、税関長から税関支署長に
権限が委任されている。
　このため、川崎港で輸出入する
ため、港内(川崎港）の保税地域
に搬入された貨物についての輸
出入申告書の場合、横浜税関本
関（横浜税関長）ではなく、川崎
税関支署（川崎税関支署長）に
提出することとされているが、こ
れを横浜税関本関でも受付でき
るような、横浜税関本関と川崎税
関支署間で書類の受付先を選択
できるような取扱を要望する。

神奈川県
横浜市

国際物
流特区

070160

通関業務の時
間外手数料で
ある臨時開庁
手数料の見直
し

構造改
革特別
区域法
第２９条

構造改
革特別
区域法
施行令
第５条

地方公共団体が、その設定する
特区であって行政機関の休日又
はこれ以外の日の税関の執務
時間外において外国貨物又は
輸出をしようとする貨物の積卸し
又は運搬をすることができる港
湾施設又は空港施設が所在す
るものにおける臨時開庁承認の
回数が一年を通じて相当数ある
ことが見込まれる場合に該当
し、かつ、貿易の振興に資する
ため特に必要があるものとして
財務大臣が定める場合に該当
するものと認めて内閣総理大臣
の認定を申請し、その認定を受
けたとき、その構造改革特区に
おいて臨時開庁手数料に関する
特例措置が適用される。

B-1 Ⅰ

インランド・デポについても年間365
回以上の臨時開庁承認実績がある
こと、インランド・デポにおける利用
者の利便性の向上又は施設利用
の促進などによる貿易の振興に資
するための施策が講じられること等
の要件を満たす場合には臨時開庁
手数料の軽減を認める方向で検討
し、平成１６年度中に措置するもの
とする。

1207 1207010

内陸部の国際物流を支援するた
め設置されているインランド・デ
ポについても，一定の要件を満
たしていれば，単体で臨時開庁
手数料半額の対象とする。

茨城県，
栃木県，
群馬県

広域連
携物流
特区
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